
法
改
正
情
報

●
育
児
介
護
休
業
法
の
改
正
（７
月
１
日
～
）

前
回
の
改
正
（平
成
２
２
年
６
月
３
０
日
施
行
）時
、
労
働
者
数
１

０
０
人
以
下
の
事
業
主
に
お
い
て
は
、
一
部
の
適
用
が
猶
予
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
左
記
制
度
が
平
成
２
４
年
７
月
１
日
か
ら
は
全
面
適

用
と
な
り
し
た
。

①
短
時
間
勤
務
制
度
（育
児
）

３
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
希
望
し
た
場
合
に
、
１
日

の
労
働
時
間
を
原
則
と
し
て
６
時
間
と
す
る
短
時
間
勤
務
を
認
め

る
制
度
。

②
所
定
外
労
働
の
制
限
（育
児
）

３
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
申
し
出
た
場
合
に
、
所

定
労
働
時
間
外
に
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
制
度
。

③
介
護
休
暇

要
介
護
状
態
の
家
族
の
介
護
や
そ
の
他
の
世
話
を
行
う
労
働
者

が
申
し
出
た
場
合
に
休
暇
を
付
与
す
る
制
度
。
な
お
、
休
暇
の
日
数

は
要
介
護
状
態
の
家
族
が
１
人
で
あ
れ
ば
年
に
５
日
、
２
人
以
上
で

あ
れ
ば
年
に
１
０
日
。

※
労
使
協
定
を
締
結
す
れ
ば
、
適
用
除
外
で
き
る
労
働
者

①
短
時
間
勤
務
制
度
（育
児
）の
適
用
除
外

・１
週
間
の
所
定
労
働
日
数
が
２
日
以
下
の
労
働
者

・勤
続
年
数
が
１
年
未
満
の
労
働
者

②
所
定
外
労
働
の
制
限
（育
児
）の
適
用
除
外

・１
週
間
の
所
定
労
働
日
数
が
２
日
以
下
の
労
働
者

・勤
続
年
数
が
１
年
未
満
の
労
働
者

③
介
護
休
暇
の
適
用
除
外

・１
週
間
の
所
定
労
働
日
数
が
２
日
以
下
の
労
働
者

・勤
続
年
数
が
６
ヵ
月
未
満
の
労
働
者

短
時
間
労
働
者
、
勤
務
期
間
が
短
い
労
働
者
な
ど
一
定
の
労
働

者
に
つ
い
て
は
、
労
使
協
定
を
締
結
す
れ
ば
、
一
部
適
用
除
外
と
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
就
業
規
則
の
相
談
を
受
け
る
中
で
、
こ
の
労

使
協
定
を
締
結
し
て
い
な
い
企
業
が
結
構
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

勿
論
、
労
使
の
合
意
が
前
提
で
す
が
・・・

●
建
設
業
に
お
け
る
社
会
保
険
未
加
入
対
策
の
動
向

①
経
営
事
項
審
査
に
お
け
る
保
険
未
加
入
企
業
への
減
点
措
置
の

厳
格
化

[

施
行
日
：
平
成
２
４
年
７
月
１
日
～]

・評
価
項
目
の
う
ち
「健
康
保
険
及
び
厚
生
年
金
保
険
」を
、
「健
康

保
険
」と
「厚
生
年
金
保
険
」に
区
分
し
、
各
項
目
ご
と
に
審
査
す

る
。

・「雇
用
保
険
」、
「健
康
保
険
」お
よ
び
「厚
生
年
金
保
険
」の
各
項
目

に
つ
い
て
、
未
加
入
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
４
０
点
の
減
点
（３
保
険
に
未

加
入
の
場
合
１
２
０
点
の
減
点
）と
す
る
。

そ
の
他
と
し
て
、

[

施
行
日
：
平
成
２
４
年
１
１
月
１
日
～]

・建
設
業
の
許
可
申
請
書
に
保
険
加
入
状
況
を
記
載
し
た
書
面
の

添
付
が
必
要
と
な
る
。

・施
工
体
制
台
帳
等
に
保
険
加
入
状
況
の
追
加
記
載
が
必
要
と
な

る
。

②
社
会
保
険
の
加
入
に
関
す
る
下
請
指
導
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
制
定

[

施
行
日
：
平
成
２
４
年
１
１
月
１
日
～]

前
記
①
を
受
け
て
、
社
会
保
険
等
の
加
入
促
進
に
向
け
、
建
設
業

許
可
・更
新
時
の
社
会
保
険
等
の
加
入
確
認
お
よ
び
未
加
入
企
業
へ

の
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
元
請
企
業
と
下
請
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ

負
う
べ
き
役
割
と
責
任
が
明
確
に
さ
れ
ま
し
た
。

③
建
設
業
法
令
遵
守
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
訂

前
記
①
②
の
一
環
と
し
て
、
「建
設
業
法
令
遵
守
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（元
請
負
人
と
下
請
負
人
の
関
係
に
係
る
留
意
点
）が
改
訂
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
社
会
保
険
・労
働
保
険
に
係
る
項
目
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
保
険
料
は
、
建
設
業
者
が
義
務
的
に
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
法
定
福
利
費
で
あ
り
建
設
業
法
で
定
め
ら
れ
た
「通
常
必

要
と
認
め
ら
れ
る
原
価
」に
含
ま
れ
る
こ
と
、
見
積
時
か
ら
法
定
福

利
費
を
必
要
経
費
と
し
て
適
正
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
下

請
負
人
の
見
積
書
に
法
定
福
利
費
相
当
額
が
明
示
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
元
請
負
人
が
、
下
請
負
人
の
法
定
福
利
費
相
当

額
を
一
方
的
に
削
減
し
た
り
、
法
定
福
利
費
相
当
額
を
含
め
な
い

金
額
で
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
建
設
業
法
に

違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

●
中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
の
動
向

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
、
支
給
要
件
の
緩
和
が
行
わ
れ
て
き
た
本
助

成
金
で
す
が
、
雇
用
情
勢
の
改
善
や
本
年
６
月
に
実
施
さ
れ
た
提

言
型
政
策
仕
分
け
の
指
摘
を
受
け
て
、
見
直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
改
正
案
に
つ
い
て
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（意
見
公
募
）が
行
わ
れ
て
お
り
、
改
正
内
容
が
修
正
さ
れ
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

（１
）１
年
間
の
支
給
限
度
日
数
の
見
直
し

休
業
等
に
係
る
１
年
間
の
支
給
限
度
日
数
を
３
０
０
日
か
ら
１
０

０
日
と
す
る
改
正
を
行
う
。

（２
）３
年
間
の
支
給
限
度
日
数
の
見
直
し

３
年
間
の
支
給
限
度
日
数
お
よ
び
休
業
等
に
係
る
中
小
企
業
緊

急
雇
用
安
定
助
成
金
の
３
年
間
の
支
給
限
度
日
数
を
３
０
０
日
か

ら
１
５
０
日
と
す
る
改
正
を
行
う
。

（３
）生
産
量
要
件

直
近
３
ヶ
月
の
売
上
が
前
年
同
期
又
は
直
前
３
ヶ
月
と
比
べ

５
％
以
上
ダ
ウ
ン

↓

直
近
３
ヶ
月
の
売
上
が
前
年
同
期
と
比
べ
１
０
％
以
上
ダ
ウ
ン

（４
）助
成
率

４
／
５

→

２
／
３

（５
）教
育
訓
練
費

事
業
所
内
教
育
訓
練
、
事
業
所
外
教
育
訓
練
と
も
半
減

赤
井
労
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所

社
会
保
険
労
務
士

赤
井
孝
文

URL
http://www.6064.jp


